
2014 年 5 月 1 日 

株式会社みずほ銀行 

 

「<みずほ>東京都 ABL」の取扱開始について 

株式会社みずほ銀行（頭取：林 信秀）は、本日より、中小企業のお客さまに対する円滑な資金

供給を目的として、「<みずほ>東京都 ABL」の取り扱いを開始します。 

本制度は、東京都が 2014 年度に新たに創設した「東京都動産・債権担保融資（ABL）制度」に参

画し、都内中小企業のお客さまへの小口 ABL による資金調達を提供するもので、主な特徴は以下の

とおりです。 

 

 担保となる売掛金の評価は、実績豊富なトゥルーバグループホールディングス株式会社と提

携して行い、小口債権にも対応します。 

 売掛金評価費用は、東京都からの費用補助が受けられます。* 

 経営者保証については原則不要です。 

 極度形式での契約により必要な時に資金調達が可能です。 

*企業規模等により補助率が異なります 

 

 ＜商品概要＞ 

項目 内容 

商品名 <みずほ>東京都 ABL 

対象 都内に事業所を有する中小企業で一定の基準を満たすお客さま 

資金使途 経常運転資金 

融資形態 特別当座貸越 

極度額 3,000 万円以上 2億 5,000 万円以内 

適用金利 当行所定の金利 

担保 「売掛金」を担保取得（集合担保としての譲渡登記を実施） 

その他 東京都より担保等にかかる費用補助が受けられます。 

・極度額・金利条件等の具体的な融資条件については、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお

問い合わせください。 

・当行所定の審査の結果、ご希望にそいかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

<みずほ>は、引き続きお客さまの多様化する資金調達ニーズに対応してまいります。 

                                       以上 

                                     

 

 

 



（別紙） 

 

＜提携会社の概要＞ 

 

○ トゥルーバグループホールディングス株式会社の概要  

・ 住  所：〒100-6805 東京都千代田区大手町 1-3-1 JA ビル 5階 

・ 設  立：2003 年 4 月 

・ 資本金：304 百万円 

・ 代表者：小野 隆一 

・ 事業内容：ABAS（エイバス：Asset Based Advisory Services）事業 

-ＡＢＬをはじめ動産や債権を活用したファイナンスに必要なサービスの提供 

QVA（キューブイエイ：Quality Value Added）事業 

-TRUVA 独自の経営管理及びリーダーシップ開発手法によるコンサルティング 

・ 許認可：古物商 東京都公安委員会 第 301011006755 号 

宅地建物取引業 東京都知事(1) 第 92255 号  

 

以 上 

 


